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難病患者の
就労支援について
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難病のある人たちが直面している職業問題は、地域の支援機関が専門性や制度

の縦割りの壁を越えて連携しなければ解決できないものが山積みしています。

　

難病相談’支援センターに相談される就労相談の中には、就労する際に職場

に対して「病気を明かして就労していない」、「病気をどの段階で明かしていい

のかわからない」、「就労中に病気を発症してしまい同じような環境では就労継

続ができない」、「病気を理由に自主退職を迫られた」、「病気を発症したために

自己都合により退職し働きたいけど自信がない」、「働＜ことができないために

生活困難になってきた」などの相談が寄せられています。

　

雇用する側にも、「難病があるのに実際に就労させてもいいのか」「もし職場

で何かあったらどのような配慮をすればいいのかわからない」「難しい病名であ

り、聞いただけではイメージが出来ない」というような不安があるようです。

　

その原因は、難病＝働けない、「そもそも病気の人を働かせてはいけない」と

いう、企業の健康安全配慮上の責任問題や支援の負担があるために、「病気が治

ってから来てください」という言葉がかえってくる場合もあります。

　

「難病」という言葉に対する企業のイメージは、「寝たきり」、「普通の生活が

できない」、「病院に入院している」等があり、難病に対する正しい知識や理解

不足のために、難病のある方の就労を妨げている要因にもなっていると考えら

れます。

　

しかしそういった「難病」への先入観とは別に、実際には無理なく能力を発揮

できる仕事へのマッチングさえできていれば、必要な配慮は月１回の通院や体調

に合わせた業務調整等であり、それさえできれば仕事で活躍できている難病患者

は多く存在します。

　

一般的に難病と言われているものには、厚生労働省が定めている、（難治性疾

患克服研究事業＊注１）に定められている１３０疾患を総称したものです。

　

「難病」は、医学的に明確に定義された病気の名称ではありません。いわゆる

「不治の病」に対して社会通念として用いられてきた言葉です。そのため、難病

であるか否かは、その時代の医療水準や社会事情によって変化します。例えば、

かつて日本人の生活が貧しかった時代には、赤痢、コレラ、結核などの感染症は

「不治の病」でした。その当時は有効な治療法もな＜、多くの人

　

命が奪われた

という点で、これらの疾病はまぎれもなく難病でした。しかし、その後日本人の

生活が豊かになり、公衆衛生の向上、医学の進歩および保健・医療の充実と共に、

これらの感染症は、治療法が確立され不治の病ではなくなりました。しかし、治

療が難しく、慢性の経過をたどる疾病もいまだ存在し、このような疾病を難病と
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治療方針未確定であり、かつ、後遺症を残す恐れが少なくない疾病、（２）経過が

慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために

家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病」と定義されています。

　

難病には多くの疾患種類があるため、病気の内容や症状による職業への影響

も様々であり、病気と診断をされた当人であっても治らない病気を抱えて、こ

れからの人生をどのように送っていくのか途方に暮れる場合があったり、うま

く病気の自己管理が出来なかったり、病気を病気として受け止めることができ

なかったりするものです。

　

雇用側としては、たとえ病名を知ったとしても、具体的にどのような配慮を

していいのかを説明してくれる機関等はないのが実情です。

　

難病のある人が治療と仕事を両立するためには、疾患管理上無理のない仕事を

選ぶだけではなく、各人がそれぞれの能力を発揮して企業に貢献できる仕事に配

置することがとても重要となってきます。

　

難病患者にとって無理のない仕事とは、デスクワーク等の身体的負荷が少な

く休憩が比較的柔軟に取りやすい仕事、あるいはパート等の短時間で通院等が

無理なくできる仕事であることが多く、逆に立ち作業、労務作業、流れ作業等

時間帯拘束の強い仕事等は続けにくくなっています。

　

上記のことから難病相談・支援センターだけで難病がある方の就労問題の解

決はできないため、ハローワーク、障害者職業センター、佐賀県、就業・生活

支援センター、企業、医療機関等との連携が大変重要となっています。

　

佐賀県では様々な機関と情報共有しながら、ひとりひとりに応じたきめこまやか

な就労支援及び生活支援を行っています。

年度 全体相談件数　　　　　就労相談　　　　　　　　就労数

平成２１年度

　　２２年度

　　２３年度

　　２４年度

3 . 5 2 8件　　　　　　６１４件　　　　　　　　１　１件

4 . 6 9 2件　　　　2 , 3 9 6件　　　　　　　　１９件

4 , 8 7 9件　　　　1 , 8 3 4件　　　　　　　　１７件

5 , 2 6 7件　　　　2 , 5 4 1件　　　　　　　　２０件

水平成２２年度からは、相談統計表による述べ件数になっているので、就労相談件

　

数について若干の違いがあります。
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難治性疾患克服研究事業

難治性疾患克服研究事業（臨床調査研究分野）は、症例数が少なく、原因不

明で治療方法も未確立であり、かつ、生活面で長期にわたる支障がある疾

患について、研究班を設置し、原因の究明、治療方法の確立に向けた研究

を行うものです。現在130疾患を対象にこの事業が行われています。

難治性疾患克服研究事業

　

臨床調査研究分野の対象疾患（130疾患）一覧

＊注２）

この事業により、疾患ごとの患者数・性別一年齢・地域の偏り等の実態が

明らかになり、一定の基準に基づいた治療法の開発、対処療法の進歩など

大きな成果が上げられています。

平成10年度からは、画期的な治療方法の開発や難病患者の生活の質（00L）

の改善を目指した公募制による重点研究が創設されました。

　

さらに、平成

11年度からは、厚生科学研究（先端的厚生科学研究分野）の中に位置づ

け、課題選択は公募により行い競争的な研究が進められています。また、

ヒトゲノム研究や脳科学研究等、他の先端的厚生科学研究との一体的な推

進により研究の更なる進展を図り、平成１５年度から難治性疾患克服研究に

改編し、難治性疾患の治療方法の確立等を目指した研究が推進されていま

す。

平成２１年度から、研究奨励分野が設けられ、これまで臨床調査研究分野に

おいて組織的一体系的な研究が行われてなかった疾患について、広く医療

関係者等の協力を求め、患者さんやその疾患の病態に関する実態把握を目

的とした研究が行われています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成２６年３月現在

（＊注３）特定疾患治療研究事業

　　

130疾患のうち、56の疾患は特定疾患治療研究事業（医療費の助成）

　

の対象疾患となっています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成26年３月現在
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疾患

番号
疾患名

疾患

番号
疾患名

１ 脊髄小脳変性症 ２９ 前縦靭帯骨化症

２ シャイードレーガー症候群 ３０ 広範脊柱管狭窄症

３ モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症） ３１ 特発性大腿骨頭壊死症

４ 正常圧水頭症 ３２ 特発性ステロイド性骨壊死症

５ 多発性硬化症 ３３ 網膜色素変性症

６ 重症筋無力症 ３４ 加齢黄斑変性

７ ギラン・バレー症候群 ３５ 難治性視神経症

８ フィッシャー症候群 ３６ 突発性難聴

９ 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 ３７ 特発性両側性感音難聴

１０
多巣性運動ニューロパチー

（ルイス・サムナー症候群）

３８ メニエール病

３９ 遅発性内リンパ水腫

１１
単クローン抗体を伴う末梢神経炎

（クロウ・フカセ症候群）

４０ ＰＲＬ分泌異常症

４１ ゴナドトロピン分泌異常症

１２ 筋萎縮性側索硬化症 ４２ ＡＤＨ分泌異常症

１３ 脊髄性筋萎縮症 ４３ 中枢性摂食異常症

１４ 球脊髄性筋萎縮症 ４４ 原発性アルドステロン症

１５ 脊髄空洞症 ４５ 偽性低アルドステロン症

１６ パーキンソン病 ４６ グルココルチコイド抵抗症

１７ ハンチントン病 ４７ 副腎酵素欠損症

１８ 進行性核上性麻峰 ４８ 副腎低形成（アジソン病）

１９ 線条体黒質変性症 ４９ 偽性副甲状腺機能低下症

２０ ベルオキシソーム病 ５０ ビタミンＤ受容機構異常症

２１ ライソソーム病 ５１ ＴＳＨ受容体異常症

２２ クロイツフェルト・ヤコブ病（ＣＪＤ） ５２ 甲状腺ホルモン不応症

２３
ゲルストマン・ストロイスラー・

シヤインカー病(GSS)

５３ 再生不良性貧血

５４
溶血性貧血（自己免疫性溶血性貧血一

発作性夜間血色素尿症）２４ 致死性家族性不眠症

２５ 亜急性硬化性全脳炎CSSPE) ５５ 不応性貧血（骨髄異形成症候群）

２６ 進行性多巣性白質脳症（ＰＭＬ） ５６ 骨髄線維症

２７ 後縦靭帯骨化症 ５７ 特発性血栓症

２８ 黄色靭帯骨化症 ５８ 血栓性血小板減少性紫斑病（ＴＴＰ）

５



５９ 特発性血小板減少性紫斑病 ９６ ウェゲナー肉芽腫症

６０ lgA腎症 ９７ アレルギー性肉芽腫性血管炎

６１ 急速進行性糸球体腎炎 ９８ 悪性関節リウマチ

６２ 難治性ネフローゼ症候群 ９９ 側頭動脈炎

６３ 多発性嚢胞腎 １００ 抗リン脂質抗体症候群

６４ 肥大型心筋症 １０１ 強皮症

６５ 特発性拡張型（うっ血型）心筋症 １０２ 好酸球性筋腫炎

６６ 拘束型心筋症 １０３ 硬化性萎縮性苔癖

６７ ミトコンドリア病 １０４ 原発性免疫不全症候群

６８ Fa b ry病 １０５ 若年性肺気腫

６９ 家族性突然死症候群 １０６ ランゲルハンス細胞組織球症

７０ 原発性高脂血症 １０７ 肥満低換気症候群

７１ 特発性間質性肺炎 １０８ 肺胞低換気症候群

７２ サルコイドーシス １０９ 肺動脈性肺高血圧症

７３ びまん性汎細気管支炎 １１０ 慢性血栓塞栓性肺高血圧症

７４ 潰瘍性大腸炎 １１１ 混合性結合組織病

７５ クローン病
１１２

神経線維腫症Ｉ型

（レックリングハウゼン病）７６ 自己免疫性肝炎

７７ 原発性胆汁性肝硬変 １１３ 神経線維腫症II型

７８ 劇症肝炎 １１４ 結節性硬化症（プリングル病）

７９ 特発性門脈圧充進症 １１５ 表皮水泡症

８０ 肝外門脈閉塞症 １１６ 膿庖性乾廊

８１ Budd-Chiari症候群 １１７ 天底痩

８２ 肝内結石症 １１８ 大脳皮質基底核変性症

８３ 肝内胆管障害 １１９ 重症多形溜出性紅斑（急性期）

８４ 捧嚢胞線維症 １２０ リンパ脈管筋腫症（ＬＡＭ）

８５ 重症急性弾炎 １２１ 進行性骨化性線維異形成症（ＦＯＰ）

８６ 慢性弾炎 １２２ 色素性乾皮症（ＸＰ）

８７ アミロイドーシス １２３ スモン

８８ ベーチェット病 １２４ 下垂体機能低下症

８９ 全身性エリテマトーデス １２５ クッシング病

９０ 多発性筋炎一皮膚筋炎 １２６ 先端巨大症

９１ シェーグレン症候群 １２７ 原発性側索硬化症

９２ 成人スティル病 １２８ 有斡赤血球を伴う舞踏病

９３ 高安病（大動脈炎症候群） １２９ ＨＴＬＶ－１関連脊髄症（ＨＡＭ）

９４ バージャー病 １３０ 先天性魚鱗癖様紅皮症

９５

結節性動脈周囲炎

　（１）結節性多発動脈炎

　（２）顕微鏡的多発血管炎 平成２６年３月現在

６
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疾患番号 疾患名 対象指定年度

１ ベーチェット病 昭和47年４月１日

２ 多発性硬化症 昭和48年４月１日

３ 重症筋無力症 昭和47年４月１日

４ 全身性エリテマトーデス 昭和47年４月１日

５ スモン 昭和47年４月１日

６ 再生不良性貧血 昭和48年４月１日

７ サルコイドーシス 昭和49年10月１日

８ 筋萎縮性側索硬化症 昭和49年10月１日

９ 強皮症／皮膚筋炎及び多発性筋炎 昭和49年10月１日

１０ 特発性血小板減少性紫斑病 昭和49年10月１日

１１

結節性動脈周囲炎 昭和50年10月１日

(1)結節性多発動脈炎

(2)顕微鏡的多発血管炎

(1)昭和50年10月01日

(2)昭和50年10月01日

１２ 潰瘍性大腸炎 昭和50年10月１日

１３ 大動脈炎症候群 昭和50年10月１日

１４ ビュルガー病(バージャー病) 昭和50年10月１日

１５ 天庖廬 昭和50年10月１日

１６ 脊髄小脳変性症 昭和51年10月１日

１７ クローン病 昭和51年１０月１日

１８ 難治性肝炎のうち劇症肝炎 昭和51年１０月１日

１９ 悪性関節リウマチ 昭和52年10月１日

20

パーキンソン病関連疾患※1

(1)進行性核上性麻庫

(2)大脳皮質基底核変性症

(3)パーキンソン病

(1)平成15年10月01日

(2)平成15年10月01日

(3)昭和53年10月01日

２１ アミロイドーシス 昭和54年10月１日

22 後継靭帯骨化症 昭和55年12月１日

23 ハンチントン病 昭和56年10月１日

24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) 昭和57年１月１日

25 ウェゲナー肉芽腫症 昭和59年１月１日

26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症 昭和60年１月１日

27

多系統萎縮症※2

(1)線条体黒質変性症

(2)オリーブ橋小脳萎縮症

(3)シャイｰドレーガー症候群

(1)平成15年10月01日

(2)昭和51年10月01日

(3)昭和61年01月01日

28 表皮水庖症(接合部型及び栄養障害型) 昭和62年１月１日

29 膿庖性乾癖 昭和63年１月１日

７



30 広範脊柱管狭窄症 昭和64年１月１日

３１ 原発性胆汁性肝硬変 平成２年１月１日

32 重症急性肺炎 平成３年１月１日

33 特発性大腿骨頭壊死症 平成４年１月１日

34 混合性結合組織病 平成５年１月１日

35 原発性免疫不全症候群 平成６年１月１日

36 特発性間質性肺炎 平成７年１月１日

37 網膜色素変性症 平成８年１月１日

38

プリオン病 平成14年６月統合

(1)平成09年01月01日

(2)平成14年06月01日

(3)平成14年06月01日

(1)クロイツフェルト･ヤコブ病

(2)ゲルストマン･ストロイスラー･シャインカー病

(3)致死性家族性不眠症

39 肺動脈性肺高血圧症 平成１０年１月１日

４０ 神経線維腫症Ｉ型／神経線維腫症II型 平成１０年５月１日

４１ 亜急性硬化性全脳炎 平成１０年１２月１日

42 バット･キアリ(Budd-Chiari)症候群 平成１０年１２月１日

43 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 平成１０年１２月１日

44

ライソソーム病 平成14年６月統合

(1)平成13年05月01日

(2)平成11年04月01日

(1)ライソソーム病

(2)ファブリー病

45 副腎白質ジストロフィー 平成１２年４月１日

46 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) 平成21年10月１日

47 脊髄性筋萎縮症 平成21年10月１日

48 球脊髄性筋萎縮症 平成21年１０月１日

49 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 平成21年１０月１日

50 肥大型心筋症 平成21年１０月１日

５１ 拘束型心筋症 平成21年１０月１日

52 ミトコンドリア病 平成21年10月１日

53 リンパ脈管筋腫症(LAM) 平成21年１０月１日

54 重症多形潜出性紅斑(急性期) 平成２１年１０月１日

55 黄色靭帯骨化症 平成21年10月１日

56

間脳下垂体機能障害

1. PRL分泌異常症

2.ゴナドトロピン分泌異常症

3. ADH分泌異常症

4.下垂体性TSH分泌異常症

5.クッシング病

6.先端巨大症

7.下垂体機能低下症

平成21年１０月１日

注)平成15年10月より

　

※1.パーキンソン病に進行性核上性麻庫及び大脳皮質基底核変性症を加え、｢パーキンソン病関連疾

　

患｣と疾患名が変更されました。

　

※2.シャイードレーガー症候群に線条体黒質変性症及びオリーブ橋小脳萎縮症(脊髄小脳変

　

性症から移行)を加え、｢多系統萎縮症｣と疾患名が変更されました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成26年３月現在
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障害者の雇用対策について
　

難病のある人で、疾患の性質によって長期にわたり、職業生活に相当の制限

を受け、又は職業生活を営むことが著し＜困難な人は、「障害者の雇用の促進

等に関する法律」上の「障害者」に当たります。ただし、身体障害者手帳、

療育手帳、精神障害保健福祉手帳で障害認定されていない人については、「障

害者の雇用の促進等に関する法律」による雇用対策の一部が該当外になります。

　

難病のある人は、大きな職業的課題があるにもかかわらず、一般求人と同

様の支援しか受けられていないことが多＜あります。そのような人たちに対

して、障害者手帳の有無にかかわらず、多＜の雇用対策が利用できます。障

害者手帳がない場合には、特定疾患医療受給者証や医師の意見書、診断書に

よって、難病の確認ができるようにする必要があります。下記に障害者手帳

がなくても利用できる雇用対策を記載していきます。

　

（Ｑ⊇薦

　　　

ハローワークの専門援助窓口

　　

地域障害者職業センター、障害者就業一生活支援センターでは、障害者手

　

帳がなくても個別の職業相談を受けることができます。

　　

特にハローワークでは、専門援助窓口（＊注４）で登録することによって。

　

一般求人窓口とは異なり、時間をかけて、個別の職業紹介や職場開拓につな

　

がる相談を受けることができます。現在、全国１５箇所のハローワークに

　

「難病患者就職サポーター」（＊注５）を配置し、難病相談・支援センターと

　

連携しながら、就職を希望する難病患者に対する症状の特性を踏まえたきめ

　

細やかな就労支援や、在職中に難病を発症した患者の雇用継続等の総合的な

　

就労支援を行っています。

r

　　　

’

　

r同

　　　　

。

　　

亀

　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

（＊注４）ハローワークの専門援助窓口

　　

特定疾患受給者証をお持ちの方については、受給者証があれば、専門援助

　

窓口での登録ができます。それ以外の方で、難治性疾患克服研究事業の

　　

１３０疾患（＊注２）で、特定疾患５６疾患（＊注３）以外の方は、診断書が

　

あれば専門援助窓口で登録が出来ます。

　　

一般窓口での登録は、数ヶ月で登録が抹消されてしまいますので、専門援

　

助窓口で登録をして、病気への配慮を受けながら就労継続をしていくことが

　

必要です。

　　　　　　　　　　　　　　

-･--.j

　

、･

　

--ﾙ

　

ｰ

　　　

●･

　　　

｡--

　　　　

｡1

　　　　　　　　　

.j1

　　

・･z’●･-･―-I.｡－　｡･　･　　「　　　　　I
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（＊注５）難病患者就労サポーター

　　

ハローワークの障害者の専門援助窓口に「難病患者就職サポーター」を

　

配置し、難病相談・支援センターと連携しながら、就職を希望する難病患

　

者に対する症状の特性を踏まえたきめ細やかな就労支援や、在職中に難病

　

を発症した患者の雇用継続等の総合的な就労支援を行っています。

　　

難病患者就職サポーターは、現在、全15箇所のハローワーク（札幌安

定所（北海道）・盛岡安定所（岩手）・浦和安定所（埼玉）・渋谷安定所（東京）

横浜安定所（神奈川）・福井安定所（福井）・松本安定所（長野）・岐阜安定

所（岐阜）・静岡安定所（静岡）・名古屋中安定所（愛知）・大阪東安定所

（大阪）・尼崎安定所（兵庫）・岡山安定所（岡山）・福岡東安定所（福岡）

・熊本安定所（熊本））に配置されています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成26年３月現在

　

平成26年３月現在、「難病患者就労サポーター」は県内に配置されており

ませんが、佐賀県難病相談・支援センターでは、各ハローワークの専門援助

窓口等と連携して、対応させていただいております。まずは、佐賀県難病相

談・支援センターへご連絡＜ださい。

２

　　　

ｓ

　　

着

　

難病のある人は、就職はできても、職場の理解や配慮がなければ就労継続

が困難な場合が多＜あります。ハローワークの専門援助窓口、地域障害者職

業センター、障害者就業一生活支援センターでは、そのような人たちや就職

した職場の関係者に対して、難病相談・支援センター等とも連携して、就労

継続のための支援を行うことができます。

　

職場適応において、職場での個別の人的支援が必要な場合で、雇用する企

業担当者と本人だけでは職場適応に不安や戸惑いを覚える場合には、地域障

害者職業センターを通して、職場適応援助者（ジョブコーチ）支援を受ける

ことができます。
１∩



ぐ土と職業準備支威凛

　

体力的な問題等で、いきなり就職活動をすることに不安がある人等は、地

域障害者職業センターに設定された模擬的な職場で、職業生活を試験的に体

験することができます。そのような体験を通して、自分に無理のない仕事の

仕方や、自分に合った仕事の内容を考える機会にすることもできます。

　

難病のある人が、適切な職場での配慮があれば職業生活が送れることにつ

いて、雇用する事業所や本人が不安をもっている場合には、実際に３ヶ月間

試行的に雇用して確認することができる制度があります。事業主に対し、ト

ライアル雇用者１人につき、月４万円の奨励金が支給されます。

　

トライアル

雇用にあたっては、職業準備支援やジョブコーチ支援等の職業リハビリテー

ションサービスを合わせて活用することもできます。

　

障害者雇用の経験がない事業所や、障害者雇用に取り組む意欲があっても

雇い入れることをためらっている事業所に、障害者を試行雇用（トライアル

雇用）の形で受け入れてもらうことで、本格的な障害者雇用に取り組むきっ

かけづくりを進める事業です。
一一一一

　

難病のある人を継続して雇用する労働者として雇用する事業主に対して、

賃金の一部に相当する額を助成する制度です。

　

対象となる疾患は「難治性疾患克服研究事業」の対象130疾患（＊注２）

および進行性筋委縮症（筋ジストロフィー）です。

１１



（＊注６）

発達障害者一難治性疾患患者雇用開発助成金

　

発達障害者一難治性疾患患者を新たに雇用し、雇用管理事項を報告する

事業主に助成金を支給します。

●対象となる方

　　

障害者手帳を所持していない発達障害一難治性疾患患者をハローワーク

　

又は地方運輸局の紹介により一般被保険者として新たに雇用する事業主。

　　

事業主からは、雇い入れた労働者に対する配慮事項等について報告いた

　

だきます。

　　

また雇い入れから約６か月後にハローワーク職員が職場訪問を行います。

●支援内容

　　

助成額

　

助成対象期間を６か月ごとに区分した期間を支給対象期（第１

　

期、第２期、第３期）といい、支給対象期に分けて支給します。

対象労働者 企業規模
支給額

支給回数
第１期　　第２期　　第３期　支給総額

短時間労働

者以外の者

大企業 ２５万円　　　２５万円　　　　　　　　５０万円 ２回

中小企業 ４５万円　　　４５万円　４５万円　　１３５万円 ３回

短時間労働

者

大企業 １５万円　　　１５万円　　　　　　　　３０万円 ２回

中小企業 ３０万円　　　３０万円　３０万円　　９０万円 ３回

短時間労働者週当たりの所定労働時間が２０時間以上３０時間未満の者

●利用方法

　　

雇い入れから６か月経過するごとに、その後２か月以内に支給申請書に

　

必要書類を添付し、対象労働者を雇い入れた事業所の所在地を管轄する都

　

道府県労働局又はハローワークに提出する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成26年３月現在
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TiﾌｺSこヅ・チャレンジ雇ＪＱＩ東 （＊注７）

　

就労の意欲があっても様々な要因により就労に至っていない障害者や難

病患者、DV（配偶者等からの暴力）被害者、刑務所出所者、新規卒業者等に

対し、知識・技能の習得と合わせ就業の機会を提供するためレッツ・チャレ

ンジ雇用事業を実施しています。難治性疾患克服研究事業の130疾患以外で

も可能です。

　

上記のことに追加して、難病を明かしても地域で配慮を受けながら雇用を

受けられるように、『難病サポーターズクラブ

　

JAPAN』（NPO法人

　

佐賀県難

病支援ネットワーク）が平成25年６月に設立され、難病の普及啓発活動が

行われています。（＊注８）
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（＊注７）　

就労の意欲があっても様々な要因により就労に至っていない障害者や難病

患者、ＤＶ（配偶者等からの暴力）被害者、刑務所出所者、新規卒業者等に

対し、就労先の開拓とあわせて、雇用されながら研修を受けられる制度を活

用することにより、就労の促進を図る。

事業内容

○研修付き雇用委託

　

開拓した事業所等に研修付き（ＯＪＴ、Ｏｆｆ－ＪＴ）雇用【研修付き雇用】

を委託

【対象となる方々】

①障害者、難病患者、ＤＶ被害者、

　

刑務所出所者などで、就労の意

　

欲はあるものの様々な要因によ

　

り就職が困難な者

②難病患者等の看病、看護を担っ

　

ている家族で、就労により生計

　

を維持する必要ありと認められ

　

る者

③卒業後１年以内又は卒業見込み

　

の者で、特別学校卒業後の就職

　

が困難である者、一般校の卒業

　

後に発達障害等の原因で、就職

　

等が困難な者

１４



（＊注８）

－●●●●●●

１

　　　

６

　　　　

･|

　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｌ:

●●●●卜●●●●●●φ●●●●●伽讐●

難病サポニタ ズクラブ

難病のある人にもやさしい職場と地域づくりを目指して

　　　　　　　　

jを=゛j･jい

急にあなたが家族が同僚がもし難病と診断されたら…その仕事続けられますか？

詐

その今の環境に、｢思いやり｣｢配慮｣はありますか？｢まずは知ってください｣それが配慮の第一歩！

｢難病サポーターズクラブ｣の会員は？

　

事業所や団体、個人でも参加できます。

　

難病サポーターズクラブの趣旨にご賛同頂ける方を募っています。

県民

難病患者 難病サポーターズクラブは

事業所

ぐ難病患者の就業率UP Ｊ｀

や･難病患者の継続雇用率UP Ｊ

や取り組み企業のイメージUP Ｊ

や･難病の普及啓発力UP Ｊ

　　

を目指します。

♀♀♀？？

普及啓発

Ｆａｃｅｂｏｏｋページにて、情報発信

https://!ja-jp.facebook.com/nanbyosupport

Twitter(@nansapo)にてつぶやき中

ホームページ及びブログ作成

｢難病サポーター｣を養成できる仕組みづくり

ピンバッチの作成

難病サポーターズクラブ

事務局:佐賀県難病支援

＝

　　

ネットワーク

　

・

行政

活動内容(予定)

難病患者の就労を支援するための

ネットワークの構築

就労に関する組織・団体との連携

事業所間、患者団体などとの情報共有

就労支援

難病患者の就労の為の

企業向けシンポジウム開催

難病患者合同面接会開催準備

保健医療

福祉団体

≪お問合せ≫

　

特定非営利活動法人佐賀県難病支援ネットワーク

≪連絡先≫

　

佐賀県難病相談・支援センター内〒840-080

　

佐賀市神野東２丁目６番10号佐賀県駅北館２Ｆ

　

<電話〉0952-97-9632

　

/

　

<ＦＡＸ〉0952-97-9634

　

<E－mail〉

　　

info@saga-nanbyo.com
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難病サポーターズクラブ

JAPAN

NＰＯ法人佐賀県難病支援ネットワーク
難病サポーターズクラブＪＡＰＡＮ資料製作:プロボノ佐賀スタイル難病支援チーム

目的：難病患者の就労・普及啓発およびネットワークづくり

　　　

・地域での難病と難病患者に対する認知と理解を深める。

　　　

・病気を自己申告しやすくする。

　　　

・雇用する側と雇用される側のお互いの事情を理解する。

　　　

一難病患者の就労及び、就業継続しやすいまちづくりを目指す。

以上を目標に、難病サポーターズクラブＪＡＰＡＮを結成しました。

Ｘ
W

／

１ １

佐賀県難病支援

　

ネットワーク

16

Ｘ

伊●

／



.か．．

4､、

41・

｀●.

　

1972年から40年にわたる難病対策の結果、「難病」の状態像は大き<変化し、難病のある人

の多くが、疾患管理を継続すれば日常生活や職業生活が可能となってきています。

・就労支援に関する相談の割合が増加

設立当初(平成16年)

●就労支援

　

●その他

最近では(平成23年)

設立当初(平成16年)1割程度だった就労相談も、最近(平成23年)には、年間相談件数の

約３割(全体5,000件中1,500件)を占めるようになってきました。実人数では200人程度。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(佐賀県難病相談・支援センター資料より)

現在の難病患者の就労1

ノー

　

？‘｀

･≪･･●．
．-．，．１

’

㎜
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Ｓ

Ｚ

29.60%

4｡80％

7｡50%

22.80%

1｡90%

85.80%

0｡00％

Ｏ％

総回答数４79

ダモr ￥･

－

　　　　

．ｒｊ･．．･*-≫>,...*ダ

　　　　

､g.芦

口積極的に採用を検討したい

　

(回答数1)

■既存の職種・職務に適応でき

　

るのでれば可能(回答数221)

■困難である(回答数109)

■わからない(回答数142)

■無回答(回答数6)

85.8%

助成金を知らない

　　　

企業

利用したことがある企業

１８

４

１

酉7￥（

l

　　　　　

’t

.フＷふｙ‘丿

　　　

ｙト

囲知らなかった(【!!】答数410)

■機会があれば利用したい(回答数36)

・利用するのは難しいと思う(回答数23)

Ｓ無回答(回答数9)

■利用した事がある(回答数O)

総回答数４78
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一難病を隠すことによる悪循環

　

●ﾀ｀●
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－．

ゝ●●9.、....・

･病気を明かして就労することで相互理解

　

のもと、継続雇用が可能になる

　

‾‾‾‾‾‾‾‾

　　

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾へ

病気を明かして就労

　　

ｉ

専門援助の窓口を利用し

　　

ｉ

事業主と相談の上就職

　　

ﾌﾞ

ｰ--●-･--･------~------･←----,一一一一一-----一一｡一一一･‥,一一→･__--__＿･｡/／

適切な配慮を受ける

適切な配慮により無理な<

　

仕事に励む事ができる

- -WIW■･6¶

　　　　　　

へ

　

安定した生活の継続

継続雇用により自信と生きがい

　　

を見つけることが可能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

………………………………………………………………………………………………………………………………ililllll!,Ui!!!!!!|齢k

－IZ,I‾i4岸冨||－11●;Ｓ;画･

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

¬II卜
－

　　　

‾‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

こ∠＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

『川川R「７卜川¶!|!ｙ

｢まずは知ってください｣それが配慮の第一歩
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短期メリット

　

一助成金

　

一企業の社会貢献

中長期メリット

　　　　　　　

ヘ

　

・思いやりによる組織力の向上

　

・組織内での新たな雇用創出による

　

企業力の向上

1 －

　 　

・ い ｰ

企業の方の声:

難病患者の方を理解し協力

する事で思いやりの心が育ま

れ組織力やお客様への気配

り力が向上しました。

　

最終メリット

一企業の発展

・社会的価値の向上

企業の方の声:

助成金自体は短期的

なものであっても、人

材を見極めるための

余裕が生まれるメリッ

トがあります。

｢難病のある人の雇用管理・就業支援ガイドライン｣

　　

難病の雇用管理のための調査一研究会

９∩

･難病患者が働ける環境づくりを

　

きっかけとした企業のバリアフリー化

企業の方の声:

しっかり患者さんと向き合い、社内を整備する事で短期的

にも、中長期的にも企業のメリットにつながります。

難病情報センター

http://ｗｗｗ.nanbyou.ｏrjp/

佐賀県実施アンケート調査より

http://ｗｗｗ･pref.saga.19.jp/web/kurashiし1019/nanbyoし63047. html

｢難病のある人の就労支援のために｣

　　

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構障害者職業センター

｢難病(特定疾患)を理解するために｣～事業主のためのＱ＆Ａ～

　　

難病の雇用管理のための調査一研究会編

きを．



　

難病のある人に対する職業リハビリテーションや雇用支援は障害者手帳

の有無にかかわらず職業的な問題の有無や程度により個別に判断されます。

一方、企業側の雇用対策として、企業の障害者雇用義務の対象となる「障害

者」の範囲、及びそれに関連する企業側への経済的な調整等の制度が適用さ

れる範囲は、障害者手帳（＊注９）をもっている人に限られます。

＊注９）障害者手帳

障害者手帳は３種類の障害に対してあります。障害者手帳を取得することに

よって、障害の程度に応じた福祉サービスを受けることができます。障害

の認定は、指定医師の診断や専門家の審査・判定などによって障害者手帳の

交付が決定されます。

　

指定医とは身体障害者手帳の診断書を記載できる認

定を受けた医師をいいます。

１

　

身体障害者手帳

障害の種類は、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能一言語機能・･

そしや＜機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機

能障害、ぼうこうまたは直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝

臓機能障害があります。それぞれ認定基準があります。

２

　

療育手帳

心身に障害のある方が対象です。

障害の程度は主に知能指数により判定します。

３

　

精神障害者保健福祉手帳

何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約

がある方が対象です。

２１



　　　　　　層７１ｒ耳!S7而　ｘ（＊注８）　

障害者雇用促進法には、「すべて事業主は、身体障害者又は知的障害者

の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の

責務を有するものであって、進んで身体障害者又は知的障害者の雇入れに

努めなければならない」と定められています。具体的には、民間企業は常

用雇用労働者の2. 0%の障害者を雇用する義務があります（障害者雇用率制

度）。これに満たない企業は納付金を納める必要があり、これを超えて雇用

した企業には調整金又は奨励金が支給されます（障害者雇用納付金制度）。

　

法定雇用率未達成企業に対して、ハローワークは雇用率達成指導を行い

それと合わせて新規の職場開拓も行っています。

（２

　

職場適応訓練

　

障害者の能力に適した職種について、一年以内の訓練を行い、それによっ

て職場に対する心理的不安を除きながら技能を身につける訓練を事業主に委

託し、訓練修了後には事業所に引き続き雇用していただくという制度です。

また、４週間以内の短期の職場実習もあります。訓練期間中は委託事業主に

対して委託費が支給され、訓練生に対しては訓練手当が支給されます。

（３）各種助成金

　

障害者雇用義務に伴い、障害者を雇用する事業所に対して、各種助成金が

支給されます。

●

　　　　　　

‾

　

。

　

助成金

　

高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク

等の紹介により、継続して雇用する労働者（雇用保険の一般被保険者）と

して雇い入れる事業主に対して、助成金を支給します。

●

　　　　　

助等助

　

金

　　

就職が特に困難と認められる障害者を雇い入れるか継続して雇用してい

　

る事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介

　

助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
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●

　　　　　　

施t& t　　　助成金

　　

障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、そ

　

の障害者が障害を克服し作業を容易に行えるように配慮された施設または

　

改造等がなされた設備の設定または整備を行う（賃貸による設置を含む）

　

場合に、その費用の一部を助成するものです。

上記以外に も、様々な助成金があります。

※障害者を雇い入れた場合などの助成については

　

厚生労働省のホームページ

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．mhI w．ｇｏ．ｊｐ／bunya/koyou/shouga

　

をご覧＜ださい

－
１

sha/intro-joseikin. html

※事業主が障害者を雇用するために、職場の施設等設置・整備や適切な雇用

　

管理を図るための特別な措置を行った場合、その一部を助成する『障害者

　

雇用納付金制度に基づ＜助成金』については、

　

独立行政法人

　

高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ

　

httpノ/ｗ　ｗｗ.jeed.０r.jp/d i sab i l i t y/subs idy/01 . htm I　をご覧＜ださい。
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事例1●

．!tE!iaり|ヽa=j 張型（うっ血型）心筋症

　

本症は心室の筋肉の収縮が極めて悪くなり、心臓が拡張してしまう病気で肥大型

心筋症に較べて予後の悪いものです。我が国のかつて統計によると、診断されてか

ら５年生存している人は５４%、１０年生存は36％とされていましたが、最近では治療

の進歩により生存率は

　

76％と良＜なっています。死因としては、心不全と不整脈が

あります。

　

また、不整脈や心不全の重い人では、心臓の腔内に血の塊（血栓）がで

きて、それがはがれて血流に乗って流れると脳の血管などにつまって脳梗塞を生じ

たりします。

　

自覚症状として動悸や呼吸困難がみられます。

　

はじめは運動時に現れますが、

症状が進むにしたがって、安静時にも出現し、夜間の呼吸困難などを来します。

　

また、心機能の低下が進むと、浮腫や不整脈が現れてきます。不整脈で重要なも

のには、脈が１分間に２００回以上になる心室頻拍があり、急死の原因になります。

逆に、脈が遅くなる房室ブロックがみられることもあります。胸部エックス線写真

では心臓の拡大がみられ、心不全状態になると肺にうっ血所見が現れます。心電図

ではさまざまな異常所見が出ます。心エコー検査では心室腔、特に左心室内径の拡

大がみられ、心室壁の動きの低下もわかります。診断の確定は、心臓カテーテル検

査で心臓の動きの低下をみることです。

　

この場合、心筋生検で心臓の筋肉の組織像

を調べることにより原因がわかることもあります。

・Ａさん（４０代一男性）

　

面接にて、疾患を明かして就労されていましたが、営業活動中に心不全を起こ

して入院されました。

　

この疾患は、なかなか症状が表に見えないし本人も気づかないことにより、急

に心不全などの症状が現れてから症状悪化がわかるので、服薬管理や定期的な通

院が必要です。

　

医師とご家族とのケース会議の中で、服薬すれば１５分に１回トイレに行かな

いといけなくなることや営業ではお客さんと同行しないといけないので、頻回に

トイレに行＜ことが不可能であること等が話し合われました。

　

結果、主治医より企業に対して「軽作業に配置転換を行うこと」、さらに「車

の運転に関しては中止すること」等を記載した診断書が提出されました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

２４
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いうことで、その後の方向性については夫婦で話し合っていただきました。

　

センターが行った情報提供は、厚生年金があり１年以上就労されているので、

傷病手当を取ることや失業保険延長の制度や障害年金の制度等について情報提

供しました。

　

結果、傷病手当を受け次の就労まで体調を整えながらパソコンのスキルを高め

ていくことを決断されました。

・Ｂさん（４０代一女性）

　

約１０年前に発症され入院が必要となり、就労継続ができずに退職を余儀な＜

されました。しかし、生活費もかかることから訓練を受け就労活動をすることを

決意され、パソコン教室に通いながらスキルを高め何度かの面接を受け、現在は

行政の嘱託職員として相談業務のかたわら、事務作業を行う仕事に従事されてい

ます。相談業務に従事されているのでストレスもかなり多いことによりストレス

マネジメントも必要であると考えます。そのほかの必要な配慮は、月に１回の通

院や体の調子が悪いときなどは休むなどの対応をされています。また服薬が必要

なため途中で服薬する時間を取るなどして対応されている様子です。

　

診断時には、生存に関して５年が目途であると主治医から告知をされていまし

たが、５年を超えても生命の危機はなく入院もされずに就労継続されています。

　

また、子供の将来の夢を自分の生きがいとされており、明るく前向きな性格が

相談される方にとって相談しやす＜会社にとってもなくてはならない存在です。

　

上記のように、同じ病気であっても病状が様々に違うことから、その方がどの

ような健康状態なのかを把握して、主治医とも連携をしながら就労支援を行う

必要があります。

配慮のポイントー･,-，

｜

　　

特発性拡張型心筋症の症状は外見からわからないことが多く、普段は問

｜題のないことが多いのですが、通院や服薬管理が必要となります。予防的な
ｉ
｜健康管理は不十分になると症状が悪化しやすくなります。健康管理と職業生
；
言舌の両立を支えるために、産業医や難病相談・支援センターを積極的に活用
ｉ
ｌしましよう。産業医や保健師、難病相談・支援センターの職員は、仕事が健

｜康に及ぼす影響や健康と仕事のバランスの取り方などに関して深い知見と
１
１多＜の経験を持っています。雇用主の力にもなってくれます。

㎜W㎜㎜
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　事41 2

・多発性石化症

　

多発性硬化症は中枢神経系の脱髄疾患の一つです。私達の神経活動は神経細胞から出る

細い電線のような神経の線を伝わる電気活動によってすべて行われています。家庭の電線がショ

ートしないようにビニールのカバーからなる絶縁体によって被われているように、神経の線も髄鞘と

いうもので被われています。この髄鞘が壊れて中の電線がむき出しになる病気が脱髄疾患です。こ

の脱髄が斑状にあちこちにでき（これを脱髄斑といいます）、病気が再発を繰り返すのが多発性硬

化症（ＭＳ）です。ＭＳというのは英語のmultiple sclerosisの頭文字をとったものです。病変が多

発し、古＜なると少し硬＜感じられるのでこの名があります。最近、抗アクアポリン４（ＡＱＰ-４）抗体と

いう自己抗体の発見により、これまで視神経脊髄型ＭＳと言われた中に視神経脊髄炎（ＮＭＯ）が

含まれていると考えられるようになってきています。一方、欧米人に多＜、視神経や脊髄のみならず

大脳や小脳に病変が多発するＭＳは通常型ＭＳと呼ばれます。

　

ＭＳになるはっきりした原因はまだ分かっていませんが、自己免疫説が有力です。私達の身体は

細菌やウイルスなどの外敵から守られているのですが、その主役が白血球やリンパ球などの免疫

系です。ところが免疫系が自分の脳や脊髄を攻撃するようになるのです。これが自己免疫疾患で

す。先ほど述べた髄鞘が傷害されるので、脱髄が起こり麻蝉などの神経症状が出るのです。なぜ

自己免疫が起こるのかはまだ分かっていませんが、遺伝的になりやすさを決定する因子が関与し

ていると考えられます。また先ほど環境因子とくにウイルスなどの感染困子が関与すると述べまし

たが、免疫担当細胞がウイルスのような病原体と戦ううちに間違えて自分の脳を攻撃するように

なるのではないかと言われています。従って感染因子が直接の原因ではないので、この病気が接

触などの行為で人から人にうつることはありません。通常型ＭＳに特異的な免疫異常は未だ発見

されていませんが、ＮＭＯでは抗AQP4抗体が重要な役割をすることが明らかにされつつあります。

しかし、特定疾患においては、ＮＭＯはＭＳに含めて考えられています。

　

ＭＳの症状はどこに病変ができるかによって千差万別です。視神経が障害されると視力が低下

したり、視野が欠けたりします。視神経のみが侵されるときは球後視神経炎といって、多＜の患者

さんは眼科にかかります。その一部の人が後にＭＳとなります。球後視神経炎のときは目を動かす

と目の奥に痛みを感じることがあります。脳幹部が障害されると目を動かす神経が麻揮してものが

二重に見えたり（複視）、目が揺れたり（眼振）、顔の感覚や運動が麻嫌したり、ものが飲み込み

にくくなったり、しゃべりにくくなったりします。小脳が障害されるとまっすぐ歩けなくなり、ちょうどお酒

に酔った様な歩き方になったり、手がふるえたりします。大脳は大きいので少々の病変が起こっても

症状を出さないことが多いようです。脊髄が障害されると胸や腹の帯状のしびれ、ぴりぴりした痛み

手足のしびれや運動麻庫、尿失禁、排尿障害などが起こります。脊髄障害の回復期に手や足

が急にシーンとして突っ張ることがあります。これは有痛性強直性痙撃といい、てんかんとは違いま

す。熱い風呂に入ったりして体温が上がると一過性にＭＳの症状が悪＜なることがあります。これは

ウートフ徴候といいます。
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・Ａさん（４０代一男性）　

荷物の集荷の仕事を１８年程度経過した時から、階段を昇るのもつらくな

り、排尿障害も出てきたため通院しＭＳ（多発性硬化症）と診断されました。

会社には病気であることを告知し遠距離運搬や大荷物を運ぶ力仕事から除

外してもらうような配慮を受けました。

　

病院でいつも顔を合わせる同病の方からもＭＳの大変な病状を聞いてい

ましたが、「自分はそうならない」と言い聞かせ、好きなサーフィンを楽し

みながら過ごされていました。しかし足の運びが悪＜なり平坦な道を歩＜こ

とも困難になられ、職場は疾患への理解はな＜「ある程度の給与をもらって

いるのだから仕事をすることが当たり前だ」と思われており、最後は歩行し

て運搬の作業ができなくなり自己都合により退職されました。

　

実家に帰ってからも病気を明かして就労することを望まれており、佐賀県

が取り組んでいるレッツ・チャレンジ雇用事業（＊注７）にてパソコンの

訓練を受けながら内職作業の管理者として知的障害や精神障害の方の面倒

を見ながらみかんの皮むきや内職の作業等に従事されました。

　

本人はその事業所で就労継続ができると考えておられましたが、雇用期

間が６か月に達する直前にこれ以上の継続はできないと企業側から告知さ

れかなりショックを受けられました。

　

その後は、パソコンの訓練を続けながら家族が経営している美容院に就

労決定され、病気になってもやりたかったこと（サーフィン）に挑戦中で

す。

　

職場においては通院への配慮、服薬への配慮等もあり、仕事内容は電話

応対やパソコンを活用してのデータ登録やＨＰの作成等に従事されていま

す。

・Ｂさん（３０代一女性）

　

約３年前に足のしびれ感がありすぐに治るだろうと軽＜考えられていま

したが、なかなかよくならず飼っていた文鳥が手に乗った時に重みで支える

ことが出来ないようになりました。

　

下半身がマヒした状態で通院しても原因不明ということで病名が確定し

ないまま数か月が過ぎました。その後いったんは症状も落ち着いたように見

えましたが、全身に鉛がついたような倦怠感と痛みに襲われ、通院しＭＳ（多

発性硬化症）と診断されました。

　

発症当時は、よさこいで「栄の国まつり」などに出演する予定もあり、好

きだった踊りが出来なくなり「自分は必要とされてないのではないか」と自
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暴自棄に陥られていました。　　

しかし、通院する中で同病の友人もでき「ひとりではない」と思うよう

　

になり退院した後、経済的にも苦しいということで難病相談・支援センタ

　

一に相談されました。

　　

センターからは、手帳の制度に該当できるのであれば該当してから障害

者枠での就労を探したほうが法定雇用率での就労になるので就労しやすい

ことを説明し、障害者手帳申請を行いハローワーク、就業一生活支援センタ

ーとの連携により、今までの就労経験（結婚式場でのコーディネート）が活

かし、障害者枠で印刷会社に就労決定しました。

　

印刷会社からは、表面には病状が見えないためにどのような配慮が必要な

のか、不安に思われていたため、センターから数回訪問し、彼女の病状につ

いて通院への配慮、重たいものを持てないこと、階段の上り下りが厳しいこ

と、夏は余計に体の倦怠感等が強くなることなどを説明しました。

　

また「体がきつい」と訴えられたときには、十分な休み時間をとること

等への配慮もお願いしました。

　

１年間就労継続をされていましたが「家事と就労との両立ができない」と

いう本人の訴えから、会社との話し合いを行い短時間雇用に変更され、その

後は在宅業務により文章の校正等の仕事をされている状況です。

　

会社では、彼女の能力を高＜買われているため、就労継続が出来ている状

況です。

己慮のポイント一一
－
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多発性硬化症は、症状の軽快と悪化を繰り返すこと（再燃を繰り返すこと）｜

で機能障害を進行させてい＜病気です。定期的な通院は、症状の悪化を早期

に発見し治療に結びつけることで、再燃の防止と早期の寛解（症状の軽快し|一死兄し頑塚lヽ而りｰﾉり勺にCI、j、丹ｇＶノ岡II
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だ状態）導入と寛解期間の延長に直接的に結びつ＜重要な支援であり配慮で

す。

　

また「スタミナ不足」、「筋力低下」、「移動困難」「視覚・聴覚などの異常」

などが起こること、その症状の程度は変動することなどを職場の上司が理解

していることはとても大切です。

　

日常の業務遂行は、重労働を伴わないような機器や機材などのユニバーサ

ルデザイン化も必要です。さらに職場内でも必要な休憩がとれるような場所

□
準備も重要です。

２８
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ふるえ、動作緩慢、小刻み歩行などを主な症状とする病気です。

四大症状は（1）安静時のふるえ、（2）筋強剛（筋固縮）、（3）動作緩慢、（4）姿

勢反射障害です。このほか（5）同時に二つの動作をする能力が低下し、（6）自

由な速さのリズムが作れなくなります。

　　

パーキンソン病に特徴的なのは力を抜いてリラックスしたときのふるえ

です。ただし力を入れたときにふるえることもあります。筋強剛とは関節を

曲げ伸ばしするときに強い抵抗を感じることです。このため動作がぎこちな

くなります。パーキンソン病では動作が遅いのみならず、動きそのものが少

なくなります。患者さんはまばたきが少な＜、表情ひとつ変えず、寝返りも

しません。動けば遅＜、スローモーションを見ているようです。

　

姿勢反射とは体が傾いたときに足を出して姿勢を立て直すことです。これ

が障害されると転びやすくなります。

同時に二つの動作をする能力が低下すると、お盆にのせたお茶をこぼさない

よう気を配ると足が出なくなり、クラッチを踏みながらギア操作をするマニ

ュアル車の運転が難しくなります。

自由な速さのリズムが作れず、全てのリズムが１秒間に４～５回のふるえの

リズムに合うようになります。

　

その結果１分間に240～300歩で歩こうとす

るので足がすくんで前に進まなくなります。

・Ａさん（４０代一男性）

　

通常のパーキンソン病は、５０歳～６５歳の発症率が高いのですが、４０

歳未満で発症するケースを若年性パーキンソン病と呼びます。

　

彼は子供たちに影絵を披露する劇団に所属しており、北海道から沖縄まで

マイクロバスに乗って巡業していました。

　

19 9 0年ごろ影絵を表現する際

に右手の人差し指がうま＜動かなくなり通院し当初は原因がわかりませんで

したが、約１年後にパーキンソン病の疑いがあると告知を受けました。

　

次第に手の震えが激しくなり仕事も配置転換され営業の仕事に回されまし

た。その後会社の車で交通事故を起こし「病気のせいではないか」と責めら

れ退職せざるを得なくなりました。
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　地元に帰り家に引きこもっていましたが両親にも自分が病気であること

を告げてはいませんでした。

　

知人の紹介で難病相談・支援センターに相談し、その際に「今までやって

きた劇団が見られる場所（市民会館や文化会館）に就職したい」という希望

を告げられました。

　

佐賀市障害者就労支援協議会との連携にて、市民会館の駐車場係としてア

ルバイトでの勤務が決定しましたが事情により佐賀市の駐輪場での仕事に

変わり、病気を隠さずに前向きに生きたいということで、佐賀駅に行きかう

方に挨拶をしながら、誠実に仕事を続けられていました。

　

企業は、以前から障害のある方を雇用している場所なので、周囲の理解と

配慮は得られたようです。

　

配慮の内容は、通院・リハビリを行うことや体が急に動かなくなった時に

も、そのことがパーキンソン病の特徴であることへの理解もあり、その際の

フォローも行われていました。

　

しかし、駐輪場については障害者の就労継続なので「何年も勤務できない」

という規則を企業側から説明を受け、その企業で長＜就労することを断念さ

れハローワークと連携しながら地域の知的障害や精神障害を持つ方々が内

職等の業務に従事することをフォローする事業所に就労決定しました。

　

現在はソケットの組み立て等内職の仕事を行い、障害者の方の面倒見もよ

＜、周囲の方を励ましながら就労継続されている状況です。

･●-W-●WW99丿･芦-f･－●･
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薬が効いているときには、普通の人と変わりな＜生活ができますが、薬が

切れると不動状態になってしまい、状態の格差が大きい病気です。薬が効い

ていることを評価してしまうと必要な配慮ができなくなったり、反対に仕事

ができないと決めつけられる危険性があり'ます。症状が進むと、小刻み歩行

や突進的な歩行を呈することから、段差、階段には困難があるために、職場

のバリアフリー化が必要です。個人差も多いので本人ときちんと話し合いを

行うことが必要です。声もだんだんと小声になり、聞こえづらくなったり、

動作が緩慢になるなどの状態があるために、日ごろからのコミュニケーショ

ンが必要です。

　

また上司が病気を正し＜理解しておくことも必要ですし、病気のことで偏

見や差別を生まないような職場の方々への配慮も必要です。
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・後縦靭゛骨化症

　

後縦靭帯骨化症とは、脊椎椎体の後縁を上下に連結し、脊柱を縦走する

後縦靭帯が骨化し増大した結果、脊髄の入っている脊柱管が狭＜なり、脊髄

や脊髄から分枝する神経根が圧迫されて知覚障害や運動障害等の神経障害

を引き起こす病気です。骨化する脊椎のレベルによってそれぞれ頚椎後縦靭

帯骨化症、胸椎後縦靭帯骨化症、腰椎後縦靭帯骨化症と呼ばれます。

　

頚椎にこの病気が起こった場合に最初にでてくる症状として、首筋や肩甲

骨周辺・指先の痛みやしびれがあります。

　

さらに症状が進行すると、次第に

痛みやしびれの範囲が拡がり、脚のしびれや感覚障害、足が思うように動か

ない等の運動障害、両手の細かい作業が困難となる手指の運動障害などが出

現します。重症になると排尿や排便の障害や一人での日常生活が困難になる

こともあります。

　

胸椎にこの病気が起こると下半身に症状がでます。初発症状として下肢の

脱力やしびれ等が多いようです。また腰椎に起こりますと歩行時の下肢の痛

みやしびれ、脱力等が出現します。

　

すべての患者さんにおいて症状が悪化するわけではな＜、半数以上の方は

数年経過しても症状が変化しません。ただし、一部の患者さんでは、次第に

神経障害が悪＜なり、進行性の場合、手術を要することもあります。

　

また、

軽い外傷、たとえば転倒などを契機に急に手足が動かしづらくなったり、い

ままでの症状が強＜なったりすることもあります。

・Ａさん（４０代一女性）

　

ＩＯ年前に手足にしびれが続き、病院へ通院したところ「ヘルニア」の疑

いがあると言われていましたが、手術予定日の前日の説明会時に初めて「後

縦靭帯骨化症」と告知を受けました。今まで聞いたこともない疾患だったの

でなかなか受け止められなかったようです。

　

手術後も痛みは収まることもなく、しびれもあり、走ること、首を振った

り、後ろを向くこと、重たいものを持つことが困難になりました。

　

表面には、病気があるようには見えないために、家族や地域・職場等周囲

の無理解に苦しまれました。

３１



　=身体譚西哲キ帳の取得をして最初に就労決定した清掃会社では、疾患のこと

を明かさずに就労したために、障害を固定して捉えられ重たいものを持たさ

れたり、運んだりすることが多く後縦靭帯骨化症の疾患にとって必要な配慮

はなされませんでした。

　

最終的には体が動かなくなり就労を断念されました。

　

本人の就労希望は、認知症で全盲の父の介護を通して「このような方々の

お世話をしたい」という希望があられ、求職者支援制度（＊）で職業訓練受

講給付金をもらいながら介護職員基礎研修を受講し、身体・知的・精神障害

のある方々が日中活動を行う場所で、その方々を支援する支援員として就労

されました。

　

研修が終わり介護職員基礎研修の終了証が届き、病気を明かして就労活動

を行い、認知症の方の介護施設に就労が決定し自分が病気で苦しんだことを

強みにしながら、人の役に立ちたいと、頑張られている状況です。

　

企業の配慮としては、通院への配慮や体調悪化の場合の交代要員などの配

慮がなされています。しかし表面に疾患が見えないために無理をされてしま

うことがあり、疾患の自己管理が必要です。

・Ｂさん（４０代一男性）

　

３年前から、首や足のしびれが続き通院したところ、後縦靭帯骨化症と診

断を受けましたが、手術をしていないという理由で特定疾患には認定されま

せんでした。

　

翌年心筋梗塞により心臓ペースメーカーも装着され、今まで勤務していた

企業を自己都合で退職されました。

　

本人からは「生活自体が苦しいのでどこかに就労したいが、後縦靭帯骨化

症と心臓疾患を持っているので就労が出来るかどうか不安である」という相

談を受け、就業・生活支援センターと難病相談・支援センターでケース会議

を開催し、障害者手帳により、法定雇用率にて行政機関に就労決定しました。

　

しかし、表面には病気が見えないため、受付業務で立ったり座ったりを繰

り返しながら後ろを向いたりする仕事に従事出来なくなりました。

　

結果は疾患への配慮が必要であり近くの図書館での勤務に配置替えとな

りました。しかし今度は電磁波により心臓ペースメーカーに支障が出ている

ことが判明し、医師からの診断書を添えて申請をしたところ、装丁の仕事に

配置換えが出来、疾患に配慮を受け仕事が継続できている状況です。
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病気が表面に見えにくいために、雇用側は体格だけを見て重労働ができる

と勘違いをしてしまう事例が多いようです。病状によりどのような配慮が必

要かは個人差があります。

　

長い時間重たいものを持つこと、走ること、上下左右に首を動かすこと

等が出来なかったり、しびれ感や痛みがずっと続いている方もいますので、

　

本人からどのような配慮が必要なのかを聞くことがとても重要です。同僚|

や上司で話を聞いてくれる人の存在はとても重要です。

　

また定期的な通院への配慮や勤務中に休憩を取りやすい環境への配慮も

必要です。
Ｌ＿＿＿_,｡。
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ｌ＊）求職者支援制度

・求職者支援制度とは、雇用保険を受給できない求職者の方（※１）に対

　

し、

（１）無料の職業訓練（求職者支援訓練）を実施し

（２）本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合

は、職業訓練の受講を容易にするための給付金（

　

職業訓練受講給付金）

を支給するとともに、

（3）ハローワークが中心となってきめ細やかな就職支援を実施するこ

とにより、安定した「就職」を実現するための制度です。

（※１

　

雇用保険の適用がなかった方、加入期間が足りず雇用保険の給

付を受けられなかった方、雇用保険の受給が終了した方、学卒未就職

者や自営廃業者の方等）

・求職者支援訓練の認定基準、給付金の支給要件や支給額等は、審議

会での議論及び所要の手続きを経て定められています。（職業訓練の実

施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則（平成

　

２３

年厚生労働省令第９３号）
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a。
　　侈り　５

・クローン病

３４

　

大腸及び小腸の粘膜に慢性の炎症または潰瘍をひきおこす原因不明の疾

患の総称を炎症性腸疾患( I nf I animator y Bowe I Disease : IBD）といいます。

　

クローン病も、この炎症性腸疾患のひとつで、1932年にニューヨークのマ

ウントサイナイ病院の内科医クローン先生らによって限局性回腸炎として

はじめて報告された病気です。

　

クローン病は主として若年者にみられ、口腔にはじまり肛門にいたるまで

の消化管のどの部位にも炎症や潰瘍（粘膜が欠損すること）が起こりえます

が、小腸の末端部が好発部位で、非連続性の病変（病変と病変の間に正常部

分が存在すること）が特徴です。それらの病変により腹痛や下痢、血便、体

重減少などが生じる病気です。

　

これまでにクローン病が発症する原因として、遺伝的な要因が関与すると

いう説、結核菌類似の細菌や麻疹ウイルスによる感染で発症するという説、

食事の中の何らかの成分が腸管粘膜に異常な反応をひきおこしているとい

う説、腸管の微小な血管の血流障害による説などがあげられていますが、い

ずれもはっきりと証明されたものはありません。最近の研究では、なんらか

の遺伝子の異常を背景にもち、異物を処理する細胞やある種のリンパ球など

の免疫を担当する細胞の異常反応が明らかになってきており、何らかの外来

の抗原（食事の成分、異物、病原体など）の侵入とそれに対する免疫系の反

応異常が想定されています。

・Ａさん（４０代一男性）

　

１８年前、食事をすると腹部に痛みを感じるようになり職場での健康診断

にも異常はな＜、痛みがあるために病院へ通院しても、神経性胃炎か風邪だ

ろうと言われていました。

　

８年前に激痛が襲い血便が出たために通院し「クローン病」と診断され入

院を余儀なくされました。

　

退院後に「食物繊維を多＜含む食品」を食べると腹痛が生じるために、主

食はパンや麺類で辛い物など刺激が強い食べ物は受けつけなくなりました。

栄養も十分に取れずに体重もどんどん減っていき、長＜続けていた販売の仕
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てしまう」という思いから自己都合により退職をしました。

　

その後、書店の店員に就労決定しましたが、職場が閉鎖されたため離職さ

れました。

　

４０歳を機に「働きたい」と強＜思うようになられましたが、履歴書に病

名を記載するとどの企業も書類選考で落とされてしまいました。

　

求職を始めて４０社～５０社ほど受けてやっと薬品会社に就労決定しま

した。

　

職場では、疾患に対する配慮を受けながら、何度も入退院を繰り返しても

首を切られることな＜就労継続され、そこで医薬品販売の資格も取得するこ

とが出来ました。

　

しかしその事業所が閉鎖になり離職を余儀なくされ、障害者手帳の取得に

より法定雇用率での求人で別の薬品会社に就労されましたが、障害者枠での

雇用は資格があっても最低賃金で休み時間もないような仕事の内容だった

ために疾患が悪化して、退職せざるを得なくなりました。

　

一方で病気の症状は改善しておらず、３食のうち食べることが出来るのは

１食だけで後の２食は経管栄養にされています。悪化した場合は腸閉塞にな

る可能性も高いので自己管理が必要です。

　

企業が行う配慮は、通院、食事、トイレなどの配慮及び入院時の交代要員

が必要です。

３５

SI

　

この病気は、消化吸収障害を主症状とし、痩せていて貧血や脱水、スタミ

ナ不足を有するため、勤務時間中にも、こまめに水分や栄養を補給すること

や、体力に応じて休憩することが健康管理上、重要です。

　

疾患への先入観や偏見によらず、公正な人事方針によりキャリアアップを

支援することは大切な環境整備になります。

　

職場の中においては、病気への正しい理解があり、どうすればうま＜仕事

ができるのかを気兼ねな＜相談できる人間関係の構築と職場の雰囲気づく

りが重要です。

　

この病気の方は病気を理由に転職に至った事例が多＜、今度就労するとき

は、会社に知らせるという方が多いのが実情です。

　

オストメイト用やウオシュレット用のトイレの環境整備が必要です。

飲食を伴う活動やサークルへの参加には、配慮が必要です。

個人差もありますが、定期的な通院への配慮が必要となります。



・全身性エリテマトーデス

　

この病気は、英語で

　

systemic

　

lupus

　

er yt hematosus　といい、その頭文字

をとってSLEと略して呼ばれます。 systemicとは、全身のという意味で、こ

の病気が全身のさまざま

　

な場所に、多彩な症状を引き起こすということを

指しています。

　

lupus erythematosusとは、皮膚に出来る発疹が、狼に噛ま

れた痕のような赤い紅斑であることから、こう名付けられました( lupus、

ループス：ラテン語で狼の意味）。発熱、全身倦怠感などの炎症を思わせる

症状と、関節、皮膚、内臓などのさまざまな症状が一度に、あるいは次々に

起こってきます。その原因は、今のところわかっていませんが、免疫の異常

が病気の成り立ちに重要な役割を果たしています。

　

自分自身の体に対する免疫は、血液中の抗体を調べることによって、判断

できます。この病気の患者さんの95％以上が、血液中に、抗核抗体という抗

体をもっています。自分自身の細胞のなかにある核と反応してしまう抗体で

す。この抗体が、自分の細胞の核と反応し、免疫複合体という物質を作って、

全身の皮膚、関節、血管、腎臓などにたまって病気が引き起こされると考え

られています。このほか、免疫を司るリンパ球も直接、自分の細胞、組織を

攻撃すると考えられています。

・Ａさん（３０代一女性）

　

高校生の時に発症し、入院が必要なため決定していた就職先もあきらめ、

２０代になってからは、発熱や血管障害を起こし、１年に２～３回の入退院

を繰り返されており、外出することもできずに、部屋に引きこもる生活が続

いていました。

　

症状が安定した３０歳のころに、内職の仕事に挑戦、社会の中で役に立ち

たいという思いも強くなり、行政機関で嘱託職員として勤務し働＜ことに自

信を持たれています。

　

さらに自分も病気で辛い思いをしたことで、同じ病気で苦しむ人のために

活動したいと交流会などを開催されています。パソコンの研修を終了され、

事務補助等への就労が決定されています。

　

周囲の理解が得られずに苦しんだ経験を活かして、同じ悩みを持つ患者同

士のピアサポート活動にも力を入れられています。
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病気や障害の種類に関わらず、慢性疾患を抱えている場合、通院は健康

管理において必須条件です。しかし、この病気の方は通院が必要であること

を告げないで就労されている方が多＜、通院できないために症状が悪化し、

退職に至ったケースが多いのが実情です。

　

ＳＬＥ（全身性エリテマトーデス）の方は、視覚障害、全身のスタミナ不

足、筋力低下、易感染症や外見上の容貌の変化などの特徴的な症状や障害を

何度も繰り返す再燃性という特徴があるので、正しい病気の知識を持ち、つ

らいときにはつらいと言える環境の整備が必要です。

　

症状等には個人差がありますが、表面には疾患の症状が見えないために、

不安定な症状を抱え、転職をされている方も多いのが実情です。

　

女性に多い疾患で、子供を産み育てる年齢層に多く発症します。就学、結

婚、出産、子育て、教育など様々なことで、病気との付き合いが必要です。

仕事だけではな＜、生活全般の問題があります。

　

関節痛がある場合や骨粗しよう症（ステロイドを長＜服用した場合の副作

用）の問題により、歩行をはじめとした移動に関する配慮が必要です。

　

日光過敏症（日光にあたると体の部位に炎症を起こしたり、疲労感が強＜

なること）や重労働への配慮も重要です。

　

寒さには、指先の循環が悪＜なったり、しびれを伴うことや関節痛などを

引き起こし、熱さには皮膚症状の悪化につながります。

　

ストレスをためないように工夫をすることも必要です。



{II暇陥|
　

慢性炎症性脱髄性多発神経炎（chron i c　inf l ammator y　demy elinat i ng

po Iyneuropathy: CIDP）とは、２ヶ月以上にわたって進行性または再燃性の

左右対称性の四肢の運動・感覚性障害を示す末梢神経の疾患（神経炎）です。

四肢の健反射は消失

　

あるいは低下します。症状としては手足の脱力や筋力

低下が左右対称性に出現し、このため足に力が入らな＜、転びやすくなった

り、手の脱力のため物をうまくつかめなくなったりします。また、感覚障害

により手足のしびれ、ピリピリする痛みなどを認めることもあります。 CIDP

の原因は現在もなお不明ですが、自己の末梢神経に対する免疫異常がその原

因ではないかと考えられています。

　

数日から約１週で発症する急性炎症性脱髄性多発根神経炎( acute
Ｉ
－

nf I ammatory demye I i nat i ng po I yneuropathy：ＡＩＤＰ別名：ギラン・バレー

症候群）に対して、CIDPの発病は急性、亜急性あるいは慢性の時もありま

すが、経過は２ヶ月以上にわたり緩徐に進行する型（慢性進行型）、再発と

寛解を繰り返す型（再発寛解型）があります。

　

末梢神経を電線に例えますと、脱髄とは銅線を保護するビニールの絶縁体

の所々が脱落するような状態です。末梢神経は銅線となる軸索とそれを覆う

絶縁体にあたる髄鞘（ミエリン）により構成されていますが、CIDPではこ

のミエリンが原因不明に障害される疾患（脱髄）です。

　

慢性炎症性脱髄性多発神経炎、慢性炎症性脱髄性多発根神経炎もいずれ

も同一疾患で根の有無により疾患は異なりません。また、慢性炎症性脱髄

性多発ニューロパチーと表現される場合がありますが、これらもCIDPです。

　

脊髄から出て四肢、体幹の筋を支配する末梢運動神経（障害されると四肢

の脱力となります）、皮膚、関節などから脊髄へ入る末梢感覚神経（障害さ

れると四肢のしびれ、痛みを認める）が障害されるために、四肢の運動麻庫、

感覚麻舜（鈍麻、異常感覚など）がおこります。

　

時に脳神経も障害され、舌・咽頭節麻庫、顔面節麻庫、ごく稀に呼吸麻揮

がおこることもあります。再発寛解を繰り返し、あるいは慢性進行性に末梢

神経が障害され筋萎縮、感覚の脱失も出現します。臨床的にはおおよそ80％

が運動障害優位の運動感覚障害型、１０％が純粋な運動障害型、10%が感覚障

害優位型です。

３８



・Ａさん（２０代一女性）
　

大学在学中に、手の感覚がぴりぴりしたり、足の感覚がマヒしたりして、

通院し、検査の結果、ＣＩＤＰ（慢性炎症性脱髄性多発神経炎）と診断され

ました。

　

大学卒業に向けて就労活動中ですが、どのタイミングで病気を明かしたら

いいのかを迷われており、障害者職業センターやハローワークとのケース会

議の中で、書類選考の場合、面接の場合に、「病気を記載すると」書類選考

時点で落とされる場合もあることや面接時においても病気のことだけを中

心に話をした場合、病気の説明だけになってしまうので面談時に自分の自己

アピールと就労意欲をしっかり説明したうえで、通院が必要なことをさりげ

な＜話すように心掛けることなどが示されました。

　

その結果、病気を明かしての就労先が決定しました。今後は同じ疾患で困

っている方や就労することが障壁になられている方に対して、自分ができる

ことを通して、役に立ちたいと考えられています。

　

必要な配慮は、ストレスをため込まないこと、通院への配慮、辛いときに

相談できる相手や相談機関を探す、疾患の自己管理に努めることなどに配慮

が必要です。

！

二

３９

己

　

ゆっくりと進行する方や再燃を繰り返す方があり、同じ疾患でも個人差

があるので、本人からどのような配慮があれば、スムーズに就労継続がで

きるのかを話し合ってください。

　

人によっては、２週間に１回や月に１回、通院することが必要なので、

通院への配慮が必要です。

　

ストレス等があると疾患の悪化の影響がありますので、職場の中で病気

の正しい理解をしていただく同僚や上司が必要です。場合によっては産業

カウンセラ一等に相談できる環境に配慮することが必要です。

　

抹消神経が侵されると、筋力が低下し重たいものが持てなくなったり、

体温調節がうまくできなくなったりして就労継続に支障をきたす場合もあ

りますので、休憩を取りやすい環境への配慮が必要です。

　

仕事に対する姿勢等で、キャリアアップができるような環境への配慮も

必要です。



●難病情報センターホームページ

　

ｈｔｔｐ ／ｗｗｗ．n a n by ou．ｏｒ．ｊｐ／

●厚生労働省ホームページ

　

ｈｔｔｐソ/ｗ　ｗｗ.mhlｗ.gｏj p/

●独立行政法人

　

高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

http /ｗｗｗ　jｅｅｄ.ｏr.jp/

●難病のある人の雇用管理・就労ガイドライン

（厚生労働省委託事業「難病のための調査・研究会」、2007年３月）

¬

●難病のある人の就労支援のために

（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

　

障害者職業センター、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

201 1年４月）

●手帳を所持しない障害者の雇用支援に関する研究

（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

　

障害者職業センター、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2013年３月）

●難病カルテ（一患者たちのいま一蒔田備憲著

　

生活書院、2014年）
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難病患者の就労支援について

　　

佐賀県県民協働型難病就労支援委託事業で作成したものです

発行日

発

　

行

平成26年３月

特定非営利活動法人佐賀県難病支援ネットワーク

〒840-0804

佐賀県佐賀市神野東２丁目6-10

佐賀県駅北館２階

電話

　

0952-97-9632

FAX

　　

0952-97-9634

MAIL

　　

info@saga-nanbyo.com

不許複製一転載
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